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　市の職員や一般の市民の
方から調査員を募集。
　調査員は総務大臣から任
命された非常勤の国家公務
員で、国勢調査員であるこ
とを証明する調査員証が渡
されます。

①調査員の任命
　住民票などの届出に関係
なく市の全世帯が対象にな
ります。
　調査員証を携帯した調査
員が９月下旬にそれぞれの
担当地区の各世帯を訪問し
て、調査票を配布します。

②訪問・配布
　調査する項目は「男女の
別」「出生の年月」「就業状
態」「通勤・通学地」「住居
の種類」など20項目です。
『調査票の記入のしかた』
を参照し、黒の鉛筆で記入
します。

③記入

　10月上旬に調査員が調査
票の受け取りに伺います。
その際、調査票は配布時に
渡された封筒に入れ、封を
して調査員に渡してください。
　なお、調査票の記入漏れ
がないか、よく確認してか
ら封入してください。

④調査員に封入提出

　『郵送提出用封筒』（細長
い封筒）に調査票を入れて、
最寄りの郵便ポストにご投
函ください。
　なお、調査票の記入漏れ
がないか、よく確認してか
らご投函ください。

④郵送で提出

　調査員は、調査票が封入
された封筒をそのまま市役
所に提出します。
　提出された調査票は外部
の人の目に触れないように
実施本部で厳重に管理され
ます。

⑤調査票の受付・管理

　郵送で提出された調査票
は実施本部で開封し、外部
の人の目に触れないよう厳
重に管理されます。

⑤調査票の受付・管理

　

10
月
１
日
現
在
で
、
全
国
一
斉
に
国
勢
調
査
が
行
わ
れ
ま
す
。
国
勢
調

査
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
す
べ
て
の
人
が
対
象
と
な
る
大
規
模
な
統
計

調
査
で
、
大
正
９
年
か
ら
５
年
ご
と
に
行
わ
れ
、
今
回
で
19
回
目
に
あ
た

り
ま
す
。

　

特
に
、
今
回
は
、
わ
が
国
が
本
格
的
な
人
口
減
少
社
会
と
な
っ
て
実
施

す
る
最
初
の
国
勢
調
査
で
あ
り
、
日
本
の
未
来
を
考
え
る
た
め
に
欠
く
こ

と
の
で
き
な
い
重
要
な
調
査
で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
高
齢
者
の
介
護
・
医
療
、
若
者
の
雇
用
対
策
、
児
童

福
祉
、
地
域
の
活
性
化
な
ど
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で

役
立
て
ら
れ
る
基
礎
デ
ー
タ
に
な
り
ま
す
。

　

９
月
下
旬
か
ら
、
調
査
員
が
す
べ
て
の
家
庭
を
訪
問
し
調
査
票
を
配
布

し
ま
す
。
記
入
し
て
い
た
だ
い
た
調
査
票
は
、
封
筒
に
入
れ
封
を
し
た
上

で
調
査
員
に
渡
し
て
い
た
だ
く
か
、
「
郵
送
提
出
用
封
筒
」
に
入
れ
市
役

所
に
直
接
郵
送
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
調
査
関
係
者
が
調
査
票
に
記
入
さ
れ
た
内
容
を
ほ
か
に
漏
ら
し

た
り
、
調
査
票
を
統
計
作
成
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
、
統
計
法

に
よ
っ
て
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
調
査
票
は
外
部
の
人
の
目

に
触
れ
な
い
よ
う
に
厳
重
に
管
理
さ
れ
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
ご
記
入
く

だ
さ
い
。

　

国
勢
調
査
で
は
、
電
子
メ
ー
ル
で
お
尋
ね
し
た
り
、
金
品
を
請
求
す
る

こ
と
は
、
絶
対
に
あ
り
ま
せ
ん
。
国
勢
調
査
員
を
装
っ
た
不
審
な
訪
問
者

や
、不
審
な
電
話
・
電
子
メ
ー
ル
な
ど
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。
不
審
に
思
っ

た
際
に
は
、
回
答
し
な
い
で
、
速
や
か
に
企
画
課
ま
た
は
国
勢
調
査
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
に
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

※
お
問
い
合
わ
せ
は

企
画
課
企
画
調
整
係
（
☎
８
８
０
・
６
５
５
３
）

国
勢
調
査
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
（
☎
０
５
７
０
・
０
１
・
２
０
１
０
）
ま
で

＊
Ｉ
Ｐ
電
話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
の
場
合
（
☎
０
３
・
６
７
３
８
・
６
６
７
７
）
ま
で

＊
９
月
11
日
～
10
月
31
日
の
午
前
８
時
～
午
後
９
時

調
査
の
流
れ

平
成
22
年
国
勢
調
査
を
実
施
し
ま
す

国
勢
調
査
は
、
統
計
法
に
よ
っ
て
、
調
査
票
に
記
入
し
て
提
出
す
る
こ
と
の
報
告
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

す
べ
て
の
家
庭
（
☆
）
を
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
の
で
、
必
ず
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

☆
学
生
寮
・
下
宿
な
ど
か
ら
通
学
し
て
い

る
学
生
は
、
そ
の
学
生
寮
・
下
宿
な
ど

で
調
査
。
ま
た
、
病
院
・
施
設
な
ど
に

３
カ
月
以
上
入
院
・
入
所
し
て
い
る
方

は
、
そ
の
入
院
・
入
所
先
で
の
調
査
に

な
り
ま
す
。

国勢調査については、平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査 e- ガイド」をご覧ください。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm
国勢調査 e- ガイド 検索


